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○いじめは教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命

又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、決して許されない行為であるという認識を全職員で共有し、地域

社会や家庭も含めた社会総がかりで、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。              

○重点目標「自分で考え やりぬこう」のもと、自己・他者を尊重する豊かな心を育む。    

○「わかる授業」の展開を重視し、子どもの自己有用感を高めるとともに、自己決定力を育む指導を行う。 

 

 【保護者・地域との連携】 

○保護者、民生委員、第三小学校区社会福祉協議会、

地域の方々と連携し、挨拶・登下校指導等で児童と

のコミュニケーションを図り、見守っていく。 

○授業参観や公開日、学年学校行事を通して、児童理

解と支援を図っていく。 

○連携して、地域の一員として育てていく。 

【関係機関等との連携】 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカー、民生委員、主任児童委員、地域学校共

同活動推進委員等と連携し支援していく。             

○教育委員会、子育て応援課、中央児童相談所な

どの指導助言を得ながら、いじめの未然防止、

早期発見、早期対応にあたる。 

【生徒指導体制・職員研修・方針点検】 

○生徒指導主任を中心に生徒指導研修会、子どもを語る会を

計画的にもち、共通理解、共通指導を実践していく。適宜

にケース会議を開催する。 

○「三小の約束」をもとにした教師の見とりやアンケートで

児童の実態を把握し、方針の点検と今後の支援の確認を行

う。 

○ 
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いじめ対策委員会 
・校長 ・教頭 ・教務主任 ・生徒指導主任 ・学年主任 ・担任 

（必要に応じて ・養護教諭・特別支援コーディネーター・PTA 会長 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・民生委員等） 

 

全教職員 

【未然防止】 

○一人一人が達成感や充実感がもて

る授業の実践に努める。        

○道徳を始め学校教育全般を通して、

いじめは決して許されないという

認識を育てる。 

○相手を思いやると同時に自分の思

いを言葉にすることを学ばせ、コミ

ュニケーション能力の育成を図る。 

○互いのよさを見つけ、考え方の違い

に気づかせる活動を通して、児童の

自己有用感や自尊感情を育む。 

【早期発見】 

○年２回の「この頃のことアンケー

ト」調査実施により、児童の人間

関係の実態を把握する。 

○教育相談日を設定し、個別対応に

より、問題把握に勤め、保護者と

児童の思いに沿った解決を図る。 

○連絡帳等を活用して、児童及び保

護者との連携を密にし、信頼関係

を構築する。 

○生徒指導研修会を実施し、いじめ

防止への意識向上を図る。 

【早期対応】 

○いじめについて相談を受けた場合

や行為を見つけた場合は、速やか

に学年主任、生徒指導主任、管理

職に報告する。 

○関係する児童からの情報収集によ

り、事実確認をする。 

○いじめ対策委員会が中心となり対

応を協議し、いじめを受けた児

童・保護者に対する支援と、いじ

めを行った児童・保護者に対する

指導と助言を継続的に行う。 

【継続支援・重大事態への対応】 

○重大事態が発生した場合、教育委

員会に報告する。 

○学校が主体となって事態の調査に

当たる場合は、第三者を含めた調

査組織を設置し、事実関係を明確

にするための調査を実施する。 

○いじめを受けた児童とその保護者

に適切な情報を提供する。 

○調査結果を教育委員会に報告し、

調査結果を踏まえた必要な措置を

とる。 

 


